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自
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に
よ
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療
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指
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�
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�
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�
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)
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�

○
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治
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金
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よ
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団
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出

(

同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
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団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出

(

同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

場
川
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

地
域
水
田
農
業
支
援
排
水
対
策
特
別
事
業)

計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日

青
森
県
知
事
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吾

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
……

…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報������	�
� 	�� 第2639号�

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

八
戸
マ
ナ
ク
リ
ニ
ッ
ク

あ
け
ぼ
の
薬
局
妙
見
店

駅
前
調
剤
薬
局

う
き
す
調
剤
薬
局

ク
ロ
ー
バ
ー
調
剤
薬
局

と
き
わ
店

な
な
い
ろ
調
剤
薬
局

テ
ッ
ク
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

沖
館

ミ
ズ
ノ
薬
局

八
戸
市
十
三
日
町
一
五

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
八
の
四
七

青
森
市
新
町
一
丁
目
二
の
八

つ
が
る
市
木
造
浮
巣
四
五
の
二

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
常
盤
字
富
田
二
一
の
二

五弘
前
市
大
字
駅
前
町
一
三
の
一

扶
岳
ビ
ル
一

〇
一

青
森
市
沖
館
一
丁
目
九
の
二
五

十
和
田
市
穂
並
町
一
〇
の
三

平
成
��･

�･

�

〃〃〃〃〃〃〃

�
�
�
�



� �

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
八
年
六
月
十
三
日
か
ら
同
年
七
月
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

七
戸
町
役
場

東
北
町
役
場

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小
山
田

久

青
森
県
農
業
大
学
校
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
度
青
森
県
農
業
大
学
校
専
攻
科
の
学
生
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
の
で
、
青
森
県
農

業
大
学
校
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
三
号)

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日

青
森
県
農
業
大
学
校
長

高

橋

正

光

一

修
業
期
間

二
か
年

二

募
集
人
員

若
干
名

三

受
験
資
格

１

青
森
県
農
業
大
学
校
の
普
通
科
の
課
程
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期

大
学
に
お
い
て
農
業
に
関
す
る
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
十
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

２

右
記
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
知
事
が
認
め
た
者

四

試
験
の
実
施

１

試
験
期
日

平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日

(

火)

２

試
験
場
所

黒
石
市
境
松
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
農
業
大
学
校

３

試
験
科
目

�

筆
記
試
験

(

農
業
一
般
・
英
語
・
小
論
文)

�

面
接
試
験

五

受
験
手
続

１

提
出
書
類

�

入
校
願
書

(

本
校
所
定
の
も
の
、
写
真
貼
付)

�

最
終
出
身
学
校
の
卒
業
証
明
書
又
は
卒
業
見
込
証
明
書

�

最
終
出
身
学
校
の
成
績
証
明
書

�

医
師
が
作
成
し
た
健
康
診
断
書

(

出
願
前
六
か
月
以
内
の
も
の)

�

受
験
票

(

本
校
所
定
の
も
の
、
写
真
貼
付)

２

受
付
期
間

平
成
十
八
年
十
月
十
日

(

火)

か
ら
同
月
二
十
日

(

金)

ま
で

３

提
出
先

黒
石
市
境
松
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
農
業
大
学
校
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土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
七
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

四
四
―
一

東

北

町

平
成
��･
�･
�

〃

四
四
―
二

〃

��･

	･


�

十
七
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
四
四
―
一
〇
一

〃

��･

�･

�

〃

四
四
―
一
〇
二

〃

〃

� �



� �

六

合
格
者
の
発
表

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日

(

火)
七

そ
の
他

１

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
人
又
は
そ
の
法
定
代

理
人
は
、
入
校
試
験
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
口
頭
に
よ
り
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。(
本
人
又
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
持
参
す
る
こ
と
。)

�

開
示
す
る
個
人
情
報
は
、
科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点
と
す
る
。

�

開
示
期
間
は
、
合
格
発
表
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
か
月
以
内
と
す
る
。

�

開
示
場
所
は
、
青
森
県
農
業
大
学
校
事
務
室
と
す
る
。

２

こ
の
募
集
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
る
時
は
、
青
森
県
農
業
大
学
校
教
務
課

(

電
話
〇
一
七

二
―
五
二
―
四
三
一
五)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
政
治

団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

青 森 県 報������	�
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政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

山
田
年
伸
後
援
会

油
川
和
世

横
山

満

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
川

辺
二
の
六

平
成

��

･

�･

�

八
反
田
を
考
え
る

会

阿
保
松
男

阿
保
竹
蔵

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
八
反
田

字
古
舘
一
四
二
の
一

��･

�･

�

木
村
良
博
後
援
会

鳴
海

忍

舘
山善
一
郎

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
清
水
四
三

��･

�･

�

鳴
海
広
道
後
援
会

鳴
海
広
道

鳴
海

純

黒
石
市
大
字
油
横
丁
二
六

��･

�･

��

寺
田
武
造
後
援
会

水
口
	
三

寺
田真
由
美

五
所
川
原
市
松
島
町
八
丁
目
六
四

��･

�･

��

村
川
み
ど
り
後
援

会

斉
藤
寿
一

村
山

浩

青
森
市
中
央
三
丁
目
二
一
の
一
五

��･

�･

��

中
村
節
雄
後
援
会

中
村
節
雄

格
谷

武

青
森
市
大
字
浅
虫
字
蛍
谷
一
九
九

��･

�･

��

三
浦
義
雄
後
援
会

山
本清
四
郎

山
本
利
雄

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風
合
瀬
字

上
砂
子
川
六
一

��･

�･

�


栗
本
章
吉
を
支
援

す
る
会

花
田
正
治

境
沢
俊
弥

八
戸
市
沼
館
四
丁
目
七
の
一
〇
八

��･

�･

��

大
久
保
朝
泰
後
援

会

今

隆
俊

須
藤
秀
造

黒
石
市
大
字
赤
坂
字
野
崎
一
四
の

一

��･

�･

��

井
上
ひ
ろ
し
を
応

援
す
る
み
ん
な
の

会

平
山榮
一
郎

田
辺
英
毅

五
所
川
原
市
字
一
ツ
谷
五
〇
九
の

八

��･

�･

�

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
十
和

田
市
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

十
和
田
市
稲
生
町
六

の
一
三

十
和
田
市
西
十
一
番

町
四
の
一
四

代

表

者

田
中

順
造

丸
井

�

平
成

��･

�･

�

� �



� �

政
党
以
外
の
政
治
団
体

備
考

従
来
、
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
出
が
さ
れ
て
い
た
東
日
本
匡
愛
会
は
総
務
大
臣
に
届

出
す
べ
き
政
治
団
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青 森 県 報平成18年６月12日 月曜日 第2639号 �

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
七
戸
町
字
寺

裏
九
の
七

十
和
田
市
西
十
四
番

町
五
の
二
七

民
主
党
青
森
県
第

２
区
総
支
部

��･

�･

��

代

表

者

田
名
部

匡
省

中
村

友
信

会
計
責
任
者

黒
川

修

中
原

正
俊

自
由
民
主
党
青
森

県
港
運
支
部

代

表

者

鎌
田

良
三

渡
部

正
人

��

･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

山
本
治
男
後
援
会

会
計
責
任
者

本
堂

光
正

本
堂

正
光

平
成

��

･

�･

�

新
し
い
都
市
・
青

森
を
つ
く
る
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
安
方
二
丁
目

一
七
の
一
一

青
森
市
佃
二
丁
目
二

の
二
六

会
計
責
任
者

工
藤

正
博

佐
々
木

�
造

��

･

�･

�

奥
谷
進
連
合
後
援

会

代

表

者

川
田

緑
也

山
形

龍
夫

会
計
責
任
者

小
鹿

秀
雄

工
藤

清
昭

��･

�･

��

寺
田
武
造
後
援
会

会
計
責
任
者

寺
田

真
由
美

寺
田

博
志

��･

�･

��

丸
井
ゆ
た
か
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

十
和
田
市
西
二
十
二

番
町
九
の
二
〇

十
和
田
市
西
十
一
番

町
四
の
一
四

会
計
責
任
者

奥
山

実

三
村

敏
美

��･
�･
��

橋
本
猛
一
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大

字
尾
駮
字
野
附
三
七

二

上
北
郡
六
ケ
所
村
大

字
尾
駮
字
家
ノ
前
九

九
の
一
五

��･

�･

��

東
日
本
匡
愛
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
永

田
町
二
丁
目
一
の
二

八
戸
市
大
字
岩
泉
町

四
の
七

��･

�･

��

山
内
和
夫
浪
打
地

区
後
援
会

代

表

者

白
取

長
之
介

佐
々
木

信
一

��･

�･

��

杉
山
憲
男
後
援
会

会
計
責
任
者

秋
田

与
一

中
村

孝
也

��･

�･

��

大
坂
昭
後
援
会

会
計
責
任
者

長
内

充

佐
伯

隆
三

��･

�･

�	

渡
辺
英
彦
後
援
会

会
計
責
任
者

堀

光
政

佐
伯

隆
三

��･

�･

�	

外
崎
栄
後
援
会

代

表

者

米
谷

定
造

外
崎

光
則

��･

�･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
風
間
浦
村
支
部

平
成
��･

�･

��

平
成
��･

�･

�


政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

八
反
田
を
考
え
る
会

平
成
��･

�･

�

平
成
��･

�･

�

寺
田
武
造
後
援
会

��･

�･

�

��･

�･

��

石
橋
秀
雄
後
援
会

��･

�･

��

��･

�･

��

佐
藤
�
司
後
援
会

��･

�･

�

��･

�･

��

� �



� �

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青 森 県 報������	�
� 	�� 第2639号

佐
藤
�
司
後
援
会

��

･

�･

��

��･

�･

��

山
内
和
夫
浪
打
地
区
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

��

杉
山
憲
男
後
援
会

��･

�･

��

��･

�･

��

豊
友
会

��･

�･

�	

��･

�･

��

沼
山
豊
武
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

�	

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

鳴
海

広
道

(

黒
石
市
長)

鳴
海
広
道
後
援
会

鳴
海
広
道

黒
石
市
大
字
油
横
丁
二
六

平
成

��･

�･

�	

中
村

節
雄

(

青
森
市
議
会
議

員)

中
村
節
雄
後
援
会

中
村
節
雄

青
森
市
大
字
浅
虫
字
蛍
谷

一
九
九

��･
�･
��

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

田
名
部

匡
代

(

衆
議
院
議
員)

東
日
本
匡
愛

会

主
た
る
事

務
所
の
所

在
地

東
京
都
千
代
田

区
永
田
町
二
丁

目
一
の
二

八
戸
市
大
字
岩

泉
町
四
の
七

平
成

��･

�･

��

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

石
橋

秀
雄

(

三
沢
市
議
会
議

員)

石
橋
秀
雄
後
援
会

石
橋
秀
雄

三
沢
市
日
の
出
二
丁
目
九

四
の
七
三
六

平
成

��･

�･

��

� �



� �青 森 県 報平成18年６月12日 月曜日 第2639号 �� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


